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近
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に
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を
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に

，

債

権

的

奉

公

人

の

法

伴

的

性

格

を

分

析

す

る

の

が

本

稿

の

目

的

で

あ

る

仁

第

－

奉

公

人

の

法

律

的

意

義

近

世

に

於

け

る

奉

公

人

の

法

律

的

性

格

に

就

い

て

は

、

甑

に

金

田

卒

一

郎

氏

の

詳

論

し

た

所

で

あ

る

。

氏

に

ょ

れ

ば

1

－

。

ヽ

ヽ

、

、

、

、

、

、

ヽ

、

、

、

、

、

ヽ

、

ヽ

ヽ

ヽ

、

、

ヽ

、

ヽ

「

奉

公

と

は

『

忠

勤

ノ

義

務

ナ

リ

一

身

ブ

拳

ゲ

テ

主

君

工

奉

仕

ス

ル

ノ

義

務

』

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、

ヽ

ヽ

ヽ

、

ヽ

、

、

ヽ

、

、

ヽ

、

ヽ

、

ヽ

、

ヽ

、

、

、

ヽ

、

に

し

て

武

人

的

家

人

制

及

び

之

と

土

地

恩

給

細

と

の

結

合

せ

し

封

建

制

に

於

、

ヽ

、

、

ヽ

、

、

、

ヽ

、

、

つ

。

っ

り

ヽ

、

、

、

、

ヽ

ヽ

、

，

ヽ

ヽ

、

、

け

る

、

主

君

に

対

す

る

従

者

の

身

分

法

上

の

蓑

務

で

あ

り

、

奉

公

人

と

は

そ

の

ヽ

、

、

、

、

ヽ

、

ヽ

、

ヽ

ヽ

、

ヽ

へ

。

C

っ

、

ヽ

、

、

ヽ

ヽ

ヽ

、

ヽ

、

、

義

務

者

の

称

呼

で

あ

っ

た

．

然

る

に

徳

川

時

代

に

至

っ

て

、

奉

公

及

び

奉

公

人

ヽ

、

ヽ

、

ヽ

、

ヽ

、

、

、

ヽ

o

つ

。

ワ

っ

O

。

り

っ

。

。

O

q

O

。

。

つ

の

語

義

及

び

、

用

法

は

一

変

し

、

継

床

的

有

償

的

な

労

務

契

約

に

於

け

る

労

役

。

コ

。

。

。

。

つ

。

。

0

）

へ

。

O

。

C

。

勺

、

ヽ

、

ヽ

、

ヽ

ヽ

、

ヽ

ヽ

ヽ

義

務

を

奉

公

と

称

し

．

其

義

務

者

を

奉

公

人

と

称

す

る

こ

と

が

普

通

に

な

っ

て

、

ヽ

ヽ

、

ヽ

ヽ

、

ヽ

、

、

，

、

ヽ

、

ヽ

0

。

つ

、

O

。

C

、

、

ヽ

、

ヽ

、

、

封

建

法

上

に

於

て

使

用

す

る

場

合

は

、

御

奉

公

、

御

奉

公

人

と

云

う

こ

と

に

な

ヽ

、

つ

た

」

と

言

わ

れ

る

如

く

、

近

世

末

期
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る

に
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っ

て

、

奉

公

人
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一
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を

挙

げ
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を
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、
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、
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人
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の
高
を
持
ち
、
家
来
の
養
い
に
暮
せ
し
類
多
し
、
故
に
冤
永
検
地
の
比
ま
で
も
 
 
 

描
部
や
圭
水
な
ど
変
り
た
る
名
を
付
け
居
る
は
、
昔
の
武
士
の
名
残
り
に
て
、
 
 
 

古
き
百
姓
村
の
小
官
姓
を
ば
、
奴
脾
の
如
く
呼
び
な
す
も
其
の
謂
れ
な
り
、
検
 
 
 

地
と
云
う
も
其
の
者
共
の
持
ち
分
を
攻
め
、
土
地
相
応
に
年
貢
取
り
付
け
せ
し
 
 

ま
で
打
て
．
其
の
初
め
よ
り
持
ち
居
た
る
田
島
を
多
過
ぎ
る
と
て
奪
う
べ
き
よ
 
 
 

う
な
し
、
且
又
譜
代
の
家
来
あ
り
て
耕
作
怠
ら
ず
、
田
壬
も
百
姓
菜
を
よ
く
勤
 
 
 

む
れ
ば
、
手
に
余
り
て
荒
す
こ
と
昔
は
な
か
り
し
事
な
り
、
後
に
ほ
譜
代
と
云
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

う
も
の
掩
え
果
て
1
、
奴
蝉
は
皆
年
季
の
出
替
り
奉
公
に
て
元
は
並
々
の
百
姓
 
 
 

困
窮
し
て
、
身
売
り
質
物
に
出
た
る
也
。
年
季
の
奉
公
に
て
真
の
主
人
に
あ
ら
 
 
 

ず
、
な
る
た
け
、
芳
弱
を
し
．
骨
折
ら
ぬ
工
夫
を
す
る
と
尤
も
な
り
、
農
家
の
 
 
 

奉
公
は
骨
折
る
菜
に
て
、
人
の
培
う
に
乗
t
て
年
毎
に
給
金
高
く
な
る
も
尤
も
 
 
 

な
り
」
 
 

と
云
っ
て
居
る
事
は
．
近
世
奉
公
人
の
変
遷
を
最
も
よ
く
伝
え
て
い
る
。
然
し
東
 
 

北
地
方
に
ほ
ま
だ
名
手
」
被
官
、
門
前
毎
の
譜
第
的
奉
公
人
が
有
り
、
地
主
手
作
 
 

上
重
要
な
意
味
を
も
つ
て
い
た
。
叉
奉
公
人
契
約
に
於
て
も
猶
譜
第
的
奉
公
人
的
 
 

3
 
 

性
格
を
も
つ
も
の
が
あ
つ
た
。
漁
村
の
譜
節
季
公
人
の
場
合
を
例
示
す
る
に
、
 
 

永
代
之
水
玉
金
借
入
申
手
形
之
事
 
 

一
、
一
歩
半
弐
切
水
玉
金
工
倍
川
中
処
実
正
子
御
座
候
、
貴
様
御
舟
御
持
被
成
 
 
 

内
ハ
夏
冬
英
二
無
相
違
乗
可
申
候
、
わ
き
舟
ニ
ハ
一
切
乗
中
間
教
候
、
著
わ
き
 
 
 

舟
二
乗
申
侯
ハ
、
、
本
金
二
利
足
か
け
御
算
相
可
申
、
政
文
貴
様
御
奉
公
之
上
 
 
 

二
而
命
す
た
り
申
候
ハ
、
、
命
そ
ん
金
そ
ん
、
自
分
成
ル
蓑
二
而
命
ほ
て
申
候
 
 
 

ハ
、
、
何
時
テ
而
も
右
之
金
急
度
相
済
可
申
候
、
滴
々
此
者
貴
様
御
完
工
入
不
 
 

長
 
 
音
 
印
 
 

同
 
受
 
合
 
 

綴
右
衛
門
 
印
 
 

同
 
 

久
攻
∵
即
 
印
 
 

八
日
町
 
 

吉
兵
衛
殿
 
 
 

と
有
る
の
は
、
二
歩
で
∵
年
前
川
家
の
水
主
た
る
事
を
契
約
し
た
も
の
で
、
漁
 
 

村
譜
第
奉
公
人
と
も
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
．
叉
普
通
の
質
奉
公
人
手
形
に
於
て
 
 

4
 
 

も
身
分
的
関
鼠
を
も
明
記
し
た
手
形
に
、
 
 
 

人
置
中
辛
形
之
事
 
 

一
、
一
歩
判
三
歩
講
取
金
助
卜
申
年
三
十
七
三
罷
成
者
有
合
之
十
二
頁
相
定
申
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 

自
）
 
 
 

侯
、
縦
此
者
病
死
仕
候
共
、
貴
様
二
御
奉
公
之
上
無
御
座
候
而
、
時
分
之
働
に
 
 
 

て
相
集
申
候
ほ
、
本
金
無
相
違
相
済
可
申
候
、
其
外
貴
様
二
被
措
置
候
而
、
御
 
 
 

家
来
な
み
異
俵
中
間
敷
候
、
為
後
日
如
件
御
座
候
己
上
 
 

恩
闘
魂
 
募
殿
 
 

前
書
之
通
人
道
中
候
得
共
、
当
日
分
よ
り
冷
雨
一
歩
之
加
利
金
米
十
一
月
元
利
 
 

相
済
申
候
ほ
ぼ
、
入
部
返
被
下
條
筈
、
岩
滞
り
候
ハ
、
、
請
人
人
講
取
本
金
無
 
 
 

三
e
 
 
 

申
候
ハ
、
、
何
時
成
共
御
望
次
第
金
子
相
済
可
申
侯
、
為
其
之
請
人
二
相
立
候
 
 

間
、
受
入
急
度
済
替
埼
明
可
申
侯
、
為
念
之
一
筆
如
此
御
座
候
 

享
保
十
四
年
酉
正
月
十
日
 
 

元
線
二
年
十
月
十
六
日
 
 

安
 
戸
 
村
 
 

宋
川
村
傭
人
 
 
 

同
村
借
入
 
 
 

同
村
口
入
 
 由

右
衛
門
 
印
、
 
 

惣
 
 
七
 
印
 
 

内
蔵
右
衛
門
印
 
 



村
落
御
返
済
可
申
候
、
為
其
印
判
如
此
三
郷
尾
幌
 
 
 

と
云
い
、
か
ゝ
る
契
約
書
が
五
枚
も
残
っ
て
居
る
事
ほ
、
享
保
年
中
の
祭
問
赦
 
 

地
方
の
農
相
奉
公
人
契
約
は
猶
多
分
に
身
分
法
的
で
あ
つ
た
と
云
う
事
が
出
来
 
 

る
q
燃
し
、
こ
れ
ほ
豊
間
根
家
が
小
野
武
夫
博
士
の
研
究
に
依
っ
て
明
り
か
な
如
 
 

く
、
安
部
氏
以
来
の
旧
家
に
て
、
当
時
猶
多
数
の
名
手
家
来
を
使
彼
し
、
ノ
農
業
経
 
 

営
を
行
っ
て
居
た
為
め
に
、
そ
の
奉
公
人
も
、
名
子
家
来
に
準
ず
る
身
分
的
啓
公
 
 

園
係
を
契
約
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
廃
し
農
村
奉
公
人
は
支
配
的
に
ほ
金
田
氏
 
 

の
論
ぜ
ら
れ
る
如
く
、
経
済
的
関
係
を
根
幹
と
し
た
奉
公
人
で
あ
り
、
継
続
的
有
 
 

償
的
な
労
務
契
約
に
於
け
る
労
役
義
務
を
奉
公
と
称
し
、
其
の
蓑
務
者
を
琴
公
人
 
 

と
称
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

率
＼
金
田
中
一
郎
論
文
、
「
徳
川
時
代
に
於
け
る
雇
傭
法
の
研
警
固
家
撃
曾
禦
紬
、
節
 
 

四
一
巻
 
第
七
鍍
一
〇
八
頁
 
 
 

2
、
藤
田
幽
谷
著
「
御
慶
或
閃
」
上
巻
 
空
丁
四
東
 
日
本
経
済
叢
書
 
巻
二
十
 
 
 

3
、
前
川
文
書
、
六
五
兢
、
下
閉
伊
郡
大
槌
町
 
前
川
撃
二
氏
併
療
 
 
 

4
、
豊
間
取
文
書
、
三
二
軍
下
閉
伊
郵
豊
間
根
村
豊
間
根
隆
氏
所
蔵
、
小
野
武
夫
博
 
 

士
著
「
日
本
兵
綴
史
論
」
参
照
 
 

弟
〓
 
奉
公
契
約
成
立
の
要
件
 
 

一
形
式
的
要
件
 
 
 

近
世
奉
公
契
約
成
立
の
形
式
的
要
件
と
し
て
、
目
見
え
、
∵
手
附
の
授
受
、
訴
状
 
 

の
作
成
等
を
要
し
な
か
つ
た
事
は
金
田
氏
の
諭
ぜ
ら
れ
る
如
く
で
あ
つ
た
。
東
北
 
 

地
方
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
貝
奉
公
契
約
に
於
て
ほ
、
村
肝
煎
の
認
可
を
必
要
 
 

近
世
農
村
奉
公
人
の
法
律
的
性
格
（
森
）
 
 

と
し
、
他
柑
へ
出
番
公
す
る
場
合
ほ
、
寺
迭
状
、
村
逢
状
を
必
雷
と
し
た
。
胆
沢
 
 

部
下
衣
川
村
肝
煎
「
千
葉
文
書
」
に
ほ
貞
阜
、
元
藤
、
宝
永
頃
の
出
村
人
許
可
書
 
 

の
控
が
多
数
所
蔵
さ
れ
て
居
る
が
、
そ
の
】
例
を
示
す
に
 
 
 

「
一
、
下
衣
川
村
引
や
敷
文
左
衛
門
男
子
才
蔵
嵐
廿
五
暴
威
供
、
し
ち
持
措
置
 
 
 

申
度
由
、
此
者
切
支
丹
類
族
、
ノ
金
山
御
判
持
候
筋
目
こ
も
無
御
座
候
、
年
季
之
 
 
 

内
か
ま
い
申
儀
無
御
座
候
問
、
何
方
二
面
も
無
御
気
遣
可
被
措
置
候
、
季
明
本
 
 
 

金
首
尾
任
侠
ハ
、
、
右
之
者
可
被
神
速
候
己
上
 
 

と
有
り
、
こ
れ
に
寺
が
宗
門
透
状
を
つ
け
て
い
る
。
之
ほ
南
都
諸
に
於
て
も
同
様
 
 

で
、
岩
泉
相
中
村
半
兵
衛
の
質
物
奉
公
人
に
も
他
村
よ
り
奉
公
と
な
っ
た
者
ほ
村
 
 

法
状
と
寺
逢
状
と
が
つ
い
て
い
る
。
そ
の
形
式
は
奉
公
人
手
形
に
奥
書
し
た
も
の
 
 

と
別
紙
上
し
た
も
の
等
種
々
あ
る
が
、
兎
に
角
奉
公
人
と
な
る
為
に
は
宗
門
証
明
 
 

及
柑
肝
煎
の
承
認
が
必
要
で
あ
つ
た
。
 
 

二
 
実
質
的
要
件
 
 

l
 
奉
公
能
力
 
 
 

奥
羽
地
方
に
於
け
る
農
相
奉
公
人
と
し
て
の
資
格
を
も
た
な
い
も
の
ほ
、
森
宿
 
 

者
、
切
支
丹
類
族
、
金
山
定
朝
持
（
金
堀
子
）
鉄
砲
持
等
で
あ
つ
た
3
そ
の
内
、
 
 

切
支
丹
類
族
が
奉
公
人
と
な
り
得
な
か
つ
た
事
ほ
一
般
的
で
あ
る
が
、
金
山
定
朝
 
 

持
を
無
資
格
者
と
し
た
の
は
仙
台
藩
で
あ
る
。
東
磐
井
郡
藤
沢
村
の
文
久
二
年
の
 
 

三
一
 
 
 

元
線
十
二
年
 
 

下
衣
川
畔
地
肝
入
 
 

兵
 
右
 
衛
 
門
 
 

下
衣
川
村
肝
入
 
 
 
 
五
 
 
郎
 
 
助
 
 



岩
手
大
勢
畢
峯
学
部
研
究
年
許
 
多
三
春
（
一
九
五
l
）
夢
l
部
 
 
 

「
二
挙
証
文
」
に
、
肝
入
が
奥
書
し
て
、
 
 
 

「
右
之
通
人
壬
口
入
二
而
勇
吉
儀
来
亥
一
作
一
撃
二
措
置
申
度
由
申
担
、
御
由
 
 
 

之
内
二
俣
ハ
、
、
何
方
二
而
も
可
被
召
抱
候
、
右
男
御
法
度
之
宗
門
御
金
山
判
 
 
 

定
持
こ
も
無
御
座
候
、
季
明
三
相
成
艇
ハ
、
、
本
所
人
元
よ
り
早
速
可
被
相
返
 
 
 

候
己
上
 
 
 

文
久
二
年
十
二
月
 
 

有
村
肝
入
 
 

七
郎
兵
衛
 
印
 
 

と
し
た
の
は
、
肝
入
が
奉
公
人
の
身
分
即
ち
、
奉
公
能
力
の
あ
る
事
を
証
明
し
た
 
 

も
の
で
、
前
据
「
千
乗
文
書
」
の
「
質
物
奉
公
人
身
分
証
明
書
額
」
は
、
奉
公
人
 
 

契
約
に
於
け
る
肝
入
の
身
分
証
明
書
が
如
何
に
重
要
で
あ
つ
た
か
を
示
し
て
居
 
 

る
。
南
部
蕗
に
於
て
も
、
和
賀
郡
倉
沢
柑
「
菅
野
文
書
」
安
永
五
年
の
「
質
物
芳
 
 

置
申
手
形
之
事
」
の
下
書
に
 
 
 

「
一
、
宗
旨
者
代
々
何
々
宗
旨
，
何
寺
日
雇
二
紛
無
御
座
候
、
尤
切
支
丹
、
定
 
 
 

判
持
と
も
無
御
座
候
」
 
 

と
言
う
例
も
あ
る
が
、
一
般
的
で
ほ
な
い
。
こ
れ
ほ
倉
沢
村
が
仙
台
市
境
に
あ
る
 
 

た
め
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
南
部
藩
で
は
例
え
ば
軽
米
相
克
 
 

屋
の
奉
公
人
手
形
に
 
 
 

「
此
女
御
公
儀
御
法
度
之
切
支
丹
之
者
に
ほ
無
御
座
嘩
宗
旨
ハ
代
々
禅
宗
二
 
 
 

而
軽
米
徳
楽
寺
日
面
二
御
座
候
、
岩
切
支
丹
宗
門
之
由
訴
人
罷
出
候
ハ
，
、
受
 
 
 

入
、
入
室
罷
出
急
度
申
披
、
少
も
御
苦
労
二
掛
ケ
中
間
教
候
」
 
 

と
あ
る
の
が
一
般
的
な
文
言
形
式
で
あ
る
。
 
 

2
 
奉
公
人
の
資
格
 
 

三
こ
 
 
 

2
 
一
般
的
良
民
で
も
一
定
の
犯
罪
者
は
奉
公
人
た
る
能
力
を
も
た
な
か
つ
た
。
 
 

仙
台
藩
の
娃
宝
五
年
の
「
質
物
金
並
預
り
金
附
発
馬
講
取
代
金
難
渋
二
付
相
定
式
 
 

3
 
 

日
」
十
七
粂
に
 
 
 

「
一
質
物
之
者
悪
逆
有
之
乍
存
知
、
入
壬
口
入
三
成
候
老
ハ
裁
断
之
上
、
不
 
 
 

論
金
子
不
足
随
各
之
軽
重
可
有
其
沙
汰
勿
論
其
矢
原
之
者
、
或
公
儀
担
召
上
或
 
 
 

給
人
主
人
方
ね
依
時
宜
可
相
与
事
」
 
 

と
有
り
、
叉
十
八
粂
に
ほ
 
 
 

「
一
質
物
之
者
罪
有
之
会
御
仕
置
侯
ハ
、
本
直
人
壬
口
入
可
嫡
出
事
，
睦
 
 

第
二
十
一
条
に
 
 
 

「
一
質
物
之
男
女
他
慣
之
者
を
御
国
者
と
号
、
数
人
質
物
措
置
、
不
応
進
退
 
 
 

方
々
ね
入
室
口
入
に
村
立
本
直
令
難
渋
者
於
右
之
者
、
穿
響
之
上
其
者
は
急
度
 
 
 

御
仕
置
可
被
成
置
、
妻
子
等
者
令
清
却
弁
金
方
ね
可
為
配
分
事
」
 
 

と
見
え
る
の
ほ
法
令
違
反
者
の
質
物
奉
公
人
た
る
資
格
を
も
た
な
か
つ
た
事
を
示
 
 

し
て
居
り
、
こ
れ
が
享
保
の
法
令
に
依
っ
て
も
同
様
で
あ
つ
た
事
は
、
そ
の
第
十
 
 

九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
三
条
に
同
様
の
規
定
の
あ
る
事
に
依
っ
て
明
ら
か
で
 
 

4
 
 

あ
る
。
 
 

3
 
奉
公
人
の
年
齢
 
 
 

奉
公
適
齢
に
制
限
が
な
か
つ
た
事
ほ
金
田
氏
の
論
ぜ
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
。
今
 
 

筆
者
併
有
の
奉
公
人
手
形
に
依
っ
て
奉
公
人
の
年
齢
を
見
る
に
、
召
五
枚
の
手
形
 
 

に
於
て
、
最
年
長
者
六
十
一
才
、
最
低
十
三
才
で
あ
る
が
、
二
十
代
の
者
が
最
も
多
 
 

く
∵
二
十
代
、
四
十
代
の
暇
に
年
齢
の
増
加
に
つ
れ
て
減
少
し
て
居
る
。
法
令
的
 
 

に
は
年
齢
に
制
限
が
な
か
つ
た
が
、
英
傑
に
は
奉
公
人
の
大
部
分
ほ
二
十
代
か
ら
 
 
 



奉公人年齢表（其ノー）  第一表  
近
世
農
村
奉
公
人
の
法
律
的
性
格
（
森
）
 
 

備考、筆者の併蕨手形に依る。   



祭
事
大
草
甲
乾
草
部
研
究
年
報
 
第
三
巷
（
一
九
五
こ
第
l
部
 
 
 

三
十
代
で
あ
つ
た
。
譜
第
奉
公
人
は
子
供
の
時
代
か
ら
使
役
し
た
に
反
し
、
質
奉
 
 

公
人
、
居
泊
質
奉
公
人
、
年
季
奉
公
人
の
多
く
は
叫
気
盛
な
者
が
中
心
で
あ
つ
 
 

た
。
換
言
す
れ
ば
奉
公
期
間
が
短
縮
す
る
に
従
っ
て
、
奉
公
人
の
年
齢
も
、
労
働
 
 

能
率
の
点
か
ら
制
限
を
受
け
る
よ
う
に
な
つ
た
。
（
第
一
表
、
第
二
表
）
即
ち
労
 
 

働
能
率
の
最
も
高
い
年
齢
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。
 
 

奉公人年齢表（其ノー）第二義  

4
 
妾
の
奉
公
能
力
 
 

備考、筆者断裁手形による。  

三
呪
 
 

金
田
氏
に
依
れ
ば
、
妻
は
夫
の
同
意
が
な
け
れ
ば
奉
公
人
た
る
能
力
な
く
、
大
 
 

の
同
意
を
得
て
も
安
寿
公
は
出
来
な
か
つ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
奥
羽
地
方
で
は
必
 
 

ず
し
■
も
そ
シ
と
ほ
限
ら
な
か
っ
た
。
「
元
屋
文
書
」
 
の
宝
永
六
年
の
 
「
女
房
質
物
 
 

手
形
」
に
依
れ
ば
 
 
 

「
御
奉
公
内
傍
輩
男
二
隠
蜜
之
女
房
二
駈
成
、
難
産
二
而
相
具
申
候
共
、
於
身
 
 
 

、
 

代
金
無
異
儀
相
済
可
申
侯
」
 
 

と
言
い
、
叉
同
家
文
書
、
正
徳
二
年
の
嫁
質
物
手
形
に
 
 
 

此
な
べ
弟
嫁
二
御
座
候
二
付
、
嫁
之
親
ほ
請
人
二
立
申
様
こ
と
被
職
候
養
御
 
 
 

尤
二
番
存
、
（
中
略
）
、
与
作
（
嫁
の
父
）
方
へ
申
候
ハ
 
（
中
略
）
此
度
嫁
し
ち
 
 
 

物
二
道
申
候
面
金
調
申
度
候
冊
、
請
人
に
立
く
れ
候
様
こ
と
頼
申
候
併
一
∴
与
 
 
 

作
巾
穣
ハ
一
度
く
れ
中
條
女
の
事
三
傑
閏
、
売
申
候
而
も
少
も
不
苦
候
問
、
金
 
 
 

出
し
中
毒
も
成
兼
申
供
、
尤
請
人
二
立
不
申
候
面
も
此
方
よ
り
三
一
口
之
構
無
之
 
 
 

検
問
、
金
入
用
二
候
ハ
ー
∴
琴
可
被
申
候
と
中
條
二
村
、
与
作
方
よ
り
∴
言
之
か
 
 
 

ま
い
無
御
座
候
矧
、
少
も
無
卸
気
遣
御
召
油
嘩
叫
被
下
候
（
下
略
）
」
 
 

と
言
い
、
嫁
妻
の
質
入
に
は
実
父
の
承
諾
が
必
要
で
あ
り
、
保
証
に
立
つ
事
が
必
 
 

要
で
あ
つ
た
．
 
 
 

託
1
2
前
掲
「
徳
川
時
代
に
於
け
る
雇
停
法
の
研
究
」
 
 

3
束
磐
井
郡
大
原
町
、
鳥
谷
文
書
「
仙
台
藩
奉
公
人
法
度
」
 
 

4
高
柳
眞
三
教
授
論
文
「
仙
台
薄
の
質
物
奉
公
人
」
法
学
第
二
巻
、
第
二
託
」
第
三
靡
、
 
 

第
四
読
 
 

第
三
 
奉
公
契
約
義
務
 
 

近
世
に
於
け
る
奉
公
契
約
ほ
、
「
継
続
的
有
償
時
な
労
務
契
約
に
於
け
る
労
役
 
 
 



義
務
」
で
あ
る
か
ら
、
契
約
上
の
義
務
は
雇
主
も
亦
奉
公
人
と
共
に
負
う
も
の
で
 
 

あ
つ
た
。
 
 

一
、
雇
主
の
義
務
 
 
 

雇
主
ほ
契
約
に
従
っ
て
労
賃
を
支
払
う
賽
務
が
あ
る
。
従
っ
て
雇
主
は
こ
れ
を
 
 

支
払
わ
な
い
場
合
は
当
然
解
約
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
労
賃
の
支
払
方
法
も
 
 

亦
契
約
内
容
に
従
う
べ
き
も
の
で
、
労
賃
が
経
営
手
段
で
支
払
わ
れ
る
か
、
衣
食
 
 

住
の
何
れ
か
に
依
る
か
、
四
季
施
を
支
給
す
る
か
、
或
は
貨
幣
に
依
る
か
、
現
物
 
 

に
ょ
る
か
を
明
糾
し
た
障
は
雇
主
の
勝
手
に
変
更
す
べ
き
も
の
で
な
い
。
叉
そ
の
 
 

支
払
方
法
が
、
前
払
か
、
分
割
払
か
、
後
払
か
、
・
或
ほ
奉
公
人
の
要
求
攻
第
か
、
 
 

雇
主
の
白
山
意
志
か
も
契
約
に
依
っ
て
異
な
り
、
契
約
に
凝
っ
て
支
払
う
義
務
が
 
 

あ
つ
た
っ
若
し
不
履
行
の
場
合
に
現
行
民
法
の
如
く
、
．
奉
公
人
に
対
し
、
優
鬼
的
 
 

支
払
請
求
権
が
法
的
に
認
め
ら
れ
た
か
背
か
ほ
明
ら
か
で
な
い
。
恐
ら
く
は
な
か
 
 

つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 

二
 
奏
公
人
の
義
務
 
 

1
 
譜
第
奉
公
人
の
義
務
 
 

奉
公
人
の
奉
公
義
務
ほ
契
約
に
依
っ
て
異
る
が
、
譜
第
奉
公
や
質
奉
公
の
古
い
 
 

も
の
ほ
、
単
な
る
経
済
的
労
務
義
務
の
み
な
ら
ず
、
身
分
的
義
務
を
も
生
じ
た
事
 
 

は
既
に
「
豊
間
根
文
書
」
に
於
て
明
ら
か
に
し
た
併
で
あ
る
。
然
し
奉
公
人
の
根
本
 
 

的
義
務
は
労
働
責
務
に
在
っ
た
事
は
云
う
迄
も
無
い
。
若
し
こ
れ
に
違
反
す
れ
ば
 
 

厳
量
な
制
裁
の
あ
つ
た
事
は
上
述
の
資
料
の
射
京
す
る
所
で
あ
る
。
労
働
養
務
の
 
 

近
世
農
村
奉
公
人
の
法
律
的
性
格
（
森
）
 
 

違
反
ほ
賃
銀
の
遅
澤
、
契
約
解
除
、
代
人
労
働
て
代
物
弁
済
等
が
行
わ
れ
、
更
に
身
 
 

分
的
制
約
が
強
化
さ
れ
る
事
さ
え
あ
つ
た
。
従
っ
て
そ
の
保
証
人
も
連
帯
の
糞
を
 
 

免
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
今
労
務
蓮
反
に
対
す
る
弁
償
内
容
の
事
例
を
見
る
に
 
 

差
上
申
手
形
之
事
 
 
 

私
親
類
与
六
儀
一
昨
・
年
質
物
御
奉
公
工
業
買
申
横
断
、
不
勒
二
付
御
喝
破
下
僕
 
 
 

段
々
仰
開
帳
閲
、
早
速
引
取
金
子
立
配
可
申
筈
二
御
座
候
得
夢
、
酔
節
世
上
一
 
 
 

統
不
自
由
之
由
之
瑚
二
茂
御
座
候
故
、
急
上
金
子
才
覚
之
手
段
茂
無
之
候
二
 
 
 

付
、
本
証
文
請
合
は
不
及
申
ニ
、
周
左
衛
門
横
幕
藤
治
様
御
頼
中
上
候
而
頗
上
候
 
 

0
0
0
）
）
q
O
O
O
O
C
つ
〇
〇
〇
〇
 
 
得
ほ
、
与
六
義
禁
酒
仕
條
雨
空
風
神
勒
可
中
條
聞
、
今
一
応
御
召
使
被
成
下
 
 

0
ウ
0
り
q
O
O
つ
0
 
 
 

度
、
万
一
此
上
不
蓉
公
仕
候
而
御
気
に
入
不
申
候
ハ
ヾ
、
与
六
樽
茂
十
幸
作
両
人
 
 
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
〔
 
つ
 
0
 
つ
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
つ
 
0
 
ウ
 
つ
 
 
 

之
内
思
召
に
桐
応
條
老
人
替
二
差
上
郷
奉
公
可
為
仕
候
、
伺
文
金
配
相
出
申
侯
 
 
 

ハ
、
身
代
代
金
立
配
仕
▲
御
阿
．
可
申
、
吏
二
此
度
御
申
訳
巾
上
候
二
伸
、
右
為
御
 
 
 

趣
意
前
書
之
趣
テ
以
頗
上
候
併
、
御
聞
済
二
成
下
雑
有
仕
合
蓉
存
候
、
其
為
立
 
 
 

合
書
印
テ
以
添
始
末
差
上
申
併
相
違
無
之
候
以
上
 
 

鈴
屋
与
平
治
殿
 
 
 

と
云
い
、
奉
公
人
の
不
奉
公
に
対
し
て
入
室
が
全
面
的
に
責
任
を
負
い
、
禁
酒
 
 

労
働
精
勤
、
代
人
入
替
等
を
条
件
と
し
て
再
奉
公
を
願
出
て
居
る
。
斯
の
如
き
事
 
 

例
ほ
輪
多
く
布
衣
し
て
居
る
、
か
、
之
を
分
割
観
察
す
れ
ば
次
の
細
く
な
る
。
 
 

2
 
質
奉
公
人
の
義
準
 
 

三
五
 
 
 

文
政
十
三
年
間
三
月
 
 
 

受 入  

合 主  
吉  

‾‾  
＿l†！  

名 屋  

連禰  

印  
蔵   

） 印  



岩
手
大
挙
畢
轟
畢
部
研
究
年
報
 
第
三
巻
（
一
九
五
一
）
第
一
部
 
 
 

細
枠
な
質
物
奉
公
人
の
契
約
義
務
に
は
猶
身
分
的
義
務
を
伴
う
も
の
も
あ
つ
た
 
 

が
、
時
代
の
下
る
に
従
っ
て
稀
薄
と
な
り
、
残
洋
的
な
も
の
と
な
つ
た
。
今
こ
れ
 
 

2
 
 
 

を
「
元
屋
文
書
」
 
に
就
い
て
見
る
に
 
 
 

金
子
借
用
仕
女
質
物
二
措
置
申
粛
状
之
事
 
 

一
一
歩
御
三
切
借
用
仕
、
為
此
質
物
と
時
太
郎
娘
ひ
め
と
申
女
年
二
十
二
ニ
 
 

h
 
 
 

缶
成
候
、
年
記
ハ
辰
ノ
年
よ
り
い
ぬ
の
年
之
暮
迄
七
年
七
作
二
相
定
指
置
申
新
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物
 
 
 

実
正
二
御
座
候
、
年
記
の
内
御
気
二
人
不
申
候
ハ
、
、
何
時
二
而
も
入
代
に
ひ
め
 
 
 

挽
い
せ
年
十
六
二
翫
成
候
相
定
．
衛
定
申
年
記
之
通
り
御
奉
公
可
為
仕
候
、
身
 
 

㈱
 
 
代
金
と
被
伯
仲
侯
ハ
、
・
御
断
則
時
相
渡
身
講
可
仕
候
、
若
年
記
之
内
此
方
よ
り
 
 
 

御
隙
申
請
候
ハ
、
、
相
残
年
記
一
年
一
二
歩
宛
之
増
金
仕
、
本
金
共
二
相
済
身
 
 
 
 
 
 
 
 
糾
 
 

講
月
催
條
、
叉
侯
哉
病
死
仕
供
ハ
、
、
命
損
御
金
損
二
被
成
下
筈
二
申
定
候
事
 
 

5
 
 

一
顧
女
御
公
儀
様
御
法
度
之
切
支
丹
之
着
工
無
御
座
候
、
岩
切
支
丹
宗
門
之
 
 

由
脇
よ
り
訴
人
散
出
侯
ハ
、
、
人
壬
請
人
罷
出
申
披
、
身
代
金
相
済
可
申
候
、
 
 

6
 
 

一
融
奉
公
之
内
被
仰
付
用
義
相
背
、
御
向
言
中
上
候
而
瀾
せ
つ
か
ん
被
成
候
 
 

7
 
 

共
不
苦
候
、
其
時
二
言
之
子
細
人
壬
諸
方
よ
り
中
間
教
候
、
但
喧
嘩
口
論
二
面
葡
 
 
 

二
億
具
申
傾
か
、
川
入
首
く
ゝ
り
仕
侯
共
身
代
金
無
滞
相
済
可
申
事
、
 
 

伍
 
 

一
御
家
之
諸
道
具
卸
預
り
被
成
候
物
不
依
何
こ
う
し
な
ひ
於
申
而
ほ
、
其
代
 
 

9
 
 

掛
算
用
を
以
急
度
相
済
可
申
候
、
御
奉
公
之
内
傍
輩
男
二
隠
密
之
女
房
ニ
…
能
 
 

成
、
難
産
二
南
柏
具
申
候
共
、
於
身
代
金
ニ
ハ
無
塵
養
相
済
可
申
事
 
 

㈹
 
一
此
女
取
逃
欠
落
仕
候
ハ
て
身
代
金
ハ
不
及
中
二
盗
物
之
品
々
応
直
段
代
 
 

金
二
仕
、
身
代
金
共
二
急
皮
相
済
申
事
 
 

的
 
 

一
此
女
並
二
人
主
棒
大
郎
共
こ
に
け
う
せ
申
候
ハ
、
、
右
之
請
人
左
衛
門
太
 
 

碑
来
町
 
 

淵
沢
瀬
右
衛
門
殿
 
 

即
ち
、
回
契
約
期
間
七
ケ
年
間
の
奉
公
を
す
る
事
、
伺
雇
主
が
奉
公
人
を
忌
避
し
 
 

た
時
．
又
は
㈱
奉
公
人
、
入
室
逃
亡
し
た
時
ほ
代
人
を
出
す
か
、
身
代
金
を
返
萌
 
 

す
べ
き
事
、
何
番
公
人
が
契
約
期
間
内
に
解
約
し
た
時
ほ
身
代
銭
に
年
一
歩
の
増
 
 

銭
を
以
て
弁
済
す
べ
き
事
、
糾
病
死
の
際
は
命
損
た
る
事
、
伺
、
㈹
奉
公
人
た
る
 
 

資
格
を
も
た
な
い
場
合
、
（
牌
切
支
丹
宗
徒
、
㈱
病
身
元
老
）
仲
春
公
の
過
失
死
 
 

回
難
産
舛
、
遊
亡
、
㈲
預
り
諸
道
具
を
紛
失
し
た
時
は
身
代
金
を
返
済
す
、
、
へ
き
事
 
 

㈱
主
人
に
対
し
籍
対
服
従
す
る
事
、
㈱
節
政
、
人
返
し
法
の
適
期
を
受
け
な
い
箪
 
 
 

三
六
 
 
 

郎
男
子
左
衛
門
五
郎
年
廿
三
三
構
成
楳
租
渡
可
申
候
、
身
代
金
と
被
如
付
候
ハ
 
 

ハ
、
則
時
相
済
可
申
候
、
人
壬
請
人
共
二
何
様
こ
も
罷
出
曙
関
不
申
侯
ハ
、
、
 
 

口
入
禰
五
右
衛
門
方
よ
り
入
代
成
共
身
代
金
成
共
望
次
第
相
済
可
申
候
、
尤
此
 
 

女
御
奉
公
之
内
御
用
義
御
座
候
ハ
バ
何
時
r
ニ
而
も
入
室
請
人
方
へ
摘
五
右
衛
門
 
 

展
越
白
つ
れ
参
堵
明
可
申
候
 
 

個
 
 

一
此
女
前
度
病
人
者
二
無
御
座
候
、
若
御
者
公
之
内
久
々
神
威
庫
條
ハ
、
、
 
 

其
日
数
代
さ
ん
用
被
成
候
而
被
下
、
そ
ふ
つ
に
而
も
御
指
引
可
被
成
條
、
尤
し
 
 

き
せ
ハ
御
家
な
み
こ
可
被
下
候
事
 
 
 

「
天
下
一
目
之
徳
せ
い
人
返
教
職
付
候
共
、
於
此
金
こ
ほ
無
遼
遠
相
済
可
申
候
 
 

為
後
日
之
如
此
二
御
座
候
己
上
 
 

元
線
十
三
年
 
辰
ノ
 
 

二
月
汁
四
日
 
 

入
室
 
 

同
 
 
村
 
 
 

訴
人
 
 

軽
来
 
町
 
 
 

口
入
 
 

大
野
之
内
た
き
お
と
村
 
 

時
 
太
 
郎
 
印
 
 

左
衛
門
太
郎
 
㈲
 
 

輔
五
右
衛
門
 
印
 
 



の
養
務
を
菟
う
着
で
あ
っ
た
。
奉
公
人
が
此
の
契
約
て
取
得
し
た
権
利
ほ
身
代
金
 
 

の
借
入
と
▲
、
四
季
施
取
得
だ
け
で
あ
つ
た
。
南
部
藩
の
質
物
手
形
に
於
て
は
元
屋
 
 

の
手
形
が
最
も
詳
細
を
極
め
て
居
る
が
、
他
の
質
物
手
形
も
大
体
こ
れ
に
準
ず
べ
 
 

き
ヰ
の
で
あ
る
。
此
の
質
物
契
約
は
中
田
博
士
の
所
謂
身
売
的
年
季
奉
公
契
約
で
 
 

奉
公
人
め
対
価
を
身
代
金
と
云
い
。
そ
の
解
約
を
身
爵
と
徹
し
て
居
る
事
、
蓮
乱
 
 

担
保
文
言
の
あ
る
事
、
奉
公
人
の
置
替
権
を
明
示
し
た
も
の
の
あ
る
事
等
も
同
様
 
 

で
あ
る
。
即
ち
東
北
地
方
に
於
け
る
純
粋
な
質
奉
公
人
の
性
椿
ほ
中
田
博
士
の
論
 
 

3
 
 

ぜ
ら
れ
る
如
く
身
売
的
年
季
奉
公
人
で
あ
る
が
、
そ
の
法
律
的
性
格
は
仙
ム
〓
滞
の
 
 

質
物
奉
公
人
法
度
に
於
て
も
明
も
ら
か
に
看
取
せ
ち
れ
る
併
で
あ
る
。
 
 

り
∂
 
居
消
質
奉
公
人
の
義
務
 
 
 

然
る
に
こ
れ
が
居
泊
質
奉
公
人
に
な
る
と
、
そ
の
頁
う
べ
き
嚢
務
が
減
少
す
る
 
 

と
共
に
、
身
売
約
色
彩
が
稀
薄
と
な
り
、
雇
主
の
奉
公
人
に
対
す
る
権
利
も
亦
後
 
 

退
し
て
居
る
。
勿
論
層
酒
質
奉
公
に
於
て
も
そ
の
初
期
の
も
の
は
か
な
り
純
粋
な
 
 

る
質
奉
公
に
近
い
が
、
時
代
の
下
る
に
従
っ
て
次
第
に
年
季
奉
公
に
近
く
な
つ
て
 
 

居
る
。
今
元
屋
の
手
形
に
就
い
て
、
純
粋
な
質
奉
公
手
形
に
近
い
居
滑
質
手
形
と
 
 

4
 
 

年
季
奉
公
に
華
い
夫
と
を
比
較
す
る
に
 
 

御
奉
公
措
置
申
請
状
事
 
 

一
都
代
物
一
貫
文
此
度
怯
三
拝
借
仕
、
此
方
之
壷
年
二
十
五
二
範
成
候
、
当
 
 
 

亥
ノ
ー
一
月
四
柏
よ
り
子
ノ
十
一
月
四
日
迄
一
ケ
年
一
作
御
奉
公
差
置
甲
処
実
 
 

l
へ
∩
 
 
正
二
御
座
候
、
御
気
二
人
不
中
條
而
勧
暇
被
遥
供
ハ
、
、
何
時
成
共
右
身
代
一
 
 

）
〇
〇
〇
〇
つ
つ
つ
0
0
0
0
0
っ
つ
つ
つ
 
 
 

貫
文
急
度
持
上
御
畷
可
申
請
侯
、
御
宝
被
成
下
候
通
首
尾
能
都
奉
公
相
勤
申
候
 
 
 

吻
 
 
 

へ
 
0
 
0
 
0
、
－
○
 
っ
ー
1
 
0
 
つ
 
0
 
0
 
つ
 
1
 
P
 
つ
 
 
 
ハ
、
右
拝
借
銭
朽
に
被
成
下
候
御
足
二
御
座
候
、
人
壬
手
前
よ
り
卸
畷
申
請
度
 
 

近
せ
農
村
奉
公
人
の
法
律
的
性
格
（
森
）
 
 
 

訳
徹
底
候
而
、
ノ
第
一
殿
上
申
候
ハ
、
、
本
銭
一
貫
文
－
二
貫
文
宛
増
鋭
仕
、
元
 
 
 

銭
英
一
l
魚
度
持
上
可
申
講
候
 
 

㈲
 
 

一
此
方
之
垂
卸
公
儀
様
御
法
度
之
切
支
丹
宗
門
一
二
翠
御
座
候
、
宗
旨
義
ハ
禅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
初
 
 
 

豪
徳
楽
寺
日
郭
二
紛
無
御
座
侯
、
此
方
之
重
病
身
着
工
無
御
座
候
得
共
、
若
相
 
 
 

煩
申
候
ハ
、
、
 人
王
手
前
ね
引
取
、
快
気
次
第
二
差
上
可
申
候
、
其
内
ハ
入
室
 
 

5
 
 
 

方
よ
り
入
代
相
立
御
奉
公
可
為
仕
候
、
喧
嘩
口
論
水
入
首
筋
仕
候
共
身
代
老
少
 
 
 

も
御
簾
相
好
中
間
敷
候
 
 

6
 
 

一
此
方
皮
商
都
預
り
被
成
候
諸
道
具
何
二
不
等
失
申
候
ハ
、
、
急
度
弁
差
上
 
 

7
 
 
 

可
串
候
 
万
一
取
遊
欠
落
仕
候
ハ
、
、
盗
物
之
品
々
直
段
二
応
差
上
可
申
候
、
 
 
 

御
足
之
年
月
迄
ハ
持
替
急
度
相
勤
可
申
候
 
 

㈲
 
一
御
家
之
御
法
度
何
義
二
村
急
度
相
守
可
申
候
、
自
然
相
背
如
何
様
二
被
仰
 
 
 

付
候
共
二
言
之
子
細
中
上
間
数
候
、
為
後
日
之
人
爵
状
如
件
 
 

宝
暦
五
年
亥
 
十
一
月
四
日
 
 

と
有
り
ノ
、
前
例
に
比
較
し
て
、
蓮
乱
文
言
、
病
死
の
際
の
金
命
両
損
、
徳
政
、
人
 
 

返
の
排
除
も
な
い
が
、
他
ほ
前
例
に
近
い
。
然
る
に
次
の
辰
沼
褒
手
形
に
於
て
は
 
 

5
 
 
 
人
講
状
之
事
 
 
 

」
 
下
拙
倖
此
桧
と
中
老
歳
二
十
四
歳
二
罷
成
申
候
、
此
著
当
己
十
二
月
廿
日
 
 
 

よ
り
御
渡
、
十
二
月
廿
日
迄
中
歳
二
年
作
り
御
奉
公
差
上
置
候
処
明
白
二
御
座
 
 
 

候
於
此
者
宗
旨
宗
門
取
逃
欠
落
諸
事
面
倒
筋
出
来
候
共
、
決
而
御
難
養
相
掛
申
 
 
 

間
数
候
、
万
一
病
気
支
障
出
来
御
奉
公
相
引
申
候
節
ハ
、
請
合
之
着
共
よ
り
代
 
 
 

人
差
上
条
度
為
桶
動
可
申
侯
 
 

O
q
‖
つ
「
，
▼
つ
っ
つ
O
っ
つ
 
 

一
銭
二
十
三
賞
八
百
文
此
度
御
拝
借
之
所
、
右
松
年
季
無
相
違
相
勤
倹
共
著
 
 

三
七
 
 
 



岩
手
大
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学
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第
三
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（
一
九
五
l
）
第
l
部
 
 

鍍
リ
ニ
痍
成
下
候
御
定
二
飾
磨
候
、
御
豪
之
卸
作
法
通
り
堅
ク
相
守
り
、
決
而
 
 
 

相
背
中
間
数
候
、
為
後
日
之
人
講
状
依
両
軸
件
 
 
 

文
政
囚
年
己
十
二
月
廿
日
 
 

と
し
、
奉
公
人
の
諸
表
務
は
一
括
し
て
、
請
合
保
証
と
化
し
、
内
容
ほ
明
白
に
屑
 
 

消
で
あ
る
が
、
手
形
形
式
ほ
年
季
奉
公
手
形
と
な
つ
て
居
る
。
 
 

4
 
年
季
奉
公
人
の
義
務
 
 
 

こ
れ
が
年
季
奉
公
手
形
に
な
る
と
、
愈
々
身
分
的
制
約
を
脱
し
て
純
粋
に
経
済
 
 

的
契
約
と
な
つ
て
居
る
。
 
 

′
〇
 
 
一
撃
二
相
定
措
置
申
手
形
之
事
 
 

一
代
物
十
貫
文
只
今
健
二
取
切
受
取
拙
者
子
供
長
兵
衛
卜
申
男
年
二
十
六
構
 
 
 

成
チ
、
当
十
二
月
は
り
来
暮
十
一
日
晦
日
限
御
奉
公
相
勒
候
筈
二
而
芳
置
申
屏
 
 

l
 
 
 

美
玉
二
御
座
候
、
但
シ
長
兵
衛
儀
相
煩
候
ハ
ニ
ケ
年
三
日
ハ
御
免
可
被
下
候
 
 

吻
 
 
 

夫
過
候
ハ
ヾ
一
日
四
十
文
宛
日
用
銭
急
度
御
勘
定
可
仕
候
、
万
一
長
柄
相
煩
御
 
 
 

奉
公
成
兼
候
ハ
、
ヾ
、
入
替
二
長
兵
衛
女
房
罷
上
、
御
奉
公
為
相
勤
可
申
候
、
悪
 
 

制
 
 
 

叉
此
者
共
叡
気
二
人
不
申
侯
ハ
ヾ
、
何
時
成
共
御
畷
被
相
出
候
ハ
、
ヾ
、
右
姶
銭
 
 
 

月
割
テ
以
御
引
被
下
候
ハ
ヾ
残
銭
三
日
之
内
急
度
御
勘
定
相
済
可
申
候
 
 

㈲
 
一
曲
者
取
遊
欠
落
等
仕
候
ハ
√
＼
取
物
之
併
二
衛
政
次
第
銭
積
り
右
給
銭
共
 
 
 

相
加
三
日
之
内
二
急
度
御
勘
定
可
仕
候
 
 

仁
リ
 
 

■
」
J
 
 

ー
如
公
儀
様
御
法
度
之
事
堅
為
相
守
可
申
候
、
此
者
何
之
様
之
六
ケ
敷
事
仕
 
 
 

出
し
候
共
、
人
王
講
引
受
、
貴
殿
ね
少
も
御
損
御
苦
労
相
懸
中
間
教
候
、
其
外
 
 
 

不
等
何
養
御
豪
之
御
作
法
少
も
相
背
き
中
間
教
候
、
為
後
日
之
手
形
如
件
 
 
 

寛
政
十
年
午
十
二
月
廿
三
日
 
 

三
八
 
 

弦
で
は
奉
公
人
は
長
柄
の
場
合
の
代
人
奉
公
義
務
、
奉
公
人
忌
避
の
場
合
の
残
 
 

銭
支
払
義
務
、
逃
亡
の
場
合
の
弁
償
義
務
、
並
び
に
身
元
引
講
保
証
等
を
記
し
た
 
 

の
み
で
、
′
他
ほ
記
載
な
く
、
只
之
等
の
義
務
遽
行
を
三
日
と
し
た
点
に
異
っ
た
点
 
 

を
見
出
す
べ
そ
の
他
の
点
で
ほ
却
っ
て
奉
公
人
に
新
し
い
権
利
、
即
ち
三
日
ほ
病
 
 

欠
し
て
も
奉
公
養
務
違
反
乞
な
ら
な
い
事
を
明
約
し
、
奉
公
人
の
休
日
の
増
加
を
 
 

示
し
て
居
る
。
か
1
る
年
季
手
形
は
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
愈
々
簡
略
化
さ
れ
 
 

7
 
 

た
。
 
 
 

一
季
証
文
之
事
 
 
 

拙
者
男
子
亀
之
進
と
申
者
当
三
十
叩
才
罷
成
候
を
一
歩
利
金
御
刊
四
十
五
枚
申
 
 
 

合
、
只
今
四
十
枚
御
借
り
膵
、
残
五
切
ハ
来
二
月
御
借
り
講
中
等
二
中
京
、
来
 
 

一
ケ
年
一
季
二
指
定
中
候
美
東
二
御
座
候
、
御
奉
公
之
義
不
等
伺
三
相
軌
可
申
 
 
 

候
、
万
一
欠
落
仕
候
ハ
、
都
路
之
通
り
弐
切
増
金
手
形
相
立
可
申
候
、
此
者
三
 
 
 

相
御
法
度
之
宗
門
こ
も
無
御
座
候
、
依
而
為
後
日
之
親
類
請
合
相
立
証
文
知
新
 
 
 

三
郷
座
候
 
己
上
 
 

天
保
十
五
年
十
二
月
廿
八
日
 
 

と
言
い
、
逃
亡
の
場
合
の
弁
償
義
務
だ
け
と
な
つ
て
居
る
。
此
の
事
ほ
反
面
に
於
 
 

て
奉
公
人
が
払
底
し
、
労
賃
高
騰
し
て
、
雇
主
が
経
済
的
に
不
利
な
条
件
に
置
か
 
 

れ
る
に
至
つ
た
事
を
示
し
て
居
る
〇
 
 

三
 
契
約
期
間
 
 

金
円
氏
に
依
れ
ば
、
屈
傭
期
間
は
元
藤
十
一
年
迄
は
奉
公
契
約
成
立
の
要
件
で
 
 

8
 
 

あ
つ
た
が
、
そ
れ
以
後
は
要
件
た
る
性
質
を
失
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
奥
羽
地
 
 
 



方
に
於
て
も
同
株
で
あ
つ
た
。
契
約
期
間
に
は
永
年
と
し
た
も
の
、
有
合
と
し
た
 
 

も
の
、
一
定
年
期
を
明
約
し
た
も
の
、
木
琴
公
期
間
の
礼
奉
公
期
聞
を
加
え
た
も
 
 

の
等
が
あ
つ
た
。
譜
第
身
売
春
公
人
は
永
年
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
質
肴
公
 
 

及
び
年
季
売
の
場
合
は
、
本
金
を
返
済
す
る
迄
の
有
合
期
間
と
し
た
も
の
と
、
一
定
 
 

期
間
を
明
約
し
た
も
の
と
が
あ
つ
た
。
殊
に
質
琴
公
に
は
年
季
質
啓
公
と
有
合
賀
 
 

春
公
と
が
あ
り
、
有
合
質
奉
公
は
永
年
期
奉
公
と
な
る
可
能
性
が
含
ま
れ
、
其
の
 
 

期
間
は
一
般
に
十
年
乃
至
二
、
四
年
で
あ
つ
た
。
居
泊
質
奉
公
、
年
季
奉
公
は
一
 
 

般
に
一
定
年
期
を
明
示
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
居
溶
質
奉
公
斯
は
質
奉
公
に
遅
 
 

い
が
、
年
季
奉
公
は
一
年
が
基
準
で
あ
つ
た
。
即
ち
一
定
年
期
を
明
示
し
た
も
の
 
 

ほ
質
奉
公
、
居
酒
質
奉
公
、
年
季
奉
公
と
な
る
に
従
っ
て
、
期
間
ほ
短
縮
さ
れ
、
 
 

次
第
に
日
雇
的
と
な
つ
て
居
る
。
此
の
間
の
事
情
は
同
一
家
の
奉
公
人
手
形
に
就
 
 

い
て
見
る
と
一
層
明
瞭
で
あ
る
。
（
第
三
表
、
第
四
表
、
第
五
表
）
 
 

（
第
三
表
）
 
 

即
ち
宝
暦
大
飢
健
以
後
か
ら
奉
公
契
約
期
間
が
急
に
短
縮
し
て
居
る
の
ほ
、
宝
 
 

暦
大
飢
饉
に
依
っ
て
急
速
に
人
口
減
少
し
、
奉
公
人
の
不
足
し
た
結
果
と
思
わ
れ
 
 

る
。
こ
れ
を
押
切
文
書
に
就
い
て
見
る
に
、
 
 

近
世
良
材
奉
公
人
の
法
律
的
性
格
（
森
）
 
 

契約年代周間  問
が
短
縮
さ
れ
て
居
る
。
こ
れ
を
阿
部
文
書
に
蔵
い
て
見
る
に
、
そ
の
卒
均
期
閻
 
 

は
一
年
に
満
た
な
く
な
つ
て
い
る
。
即
ち
実
質
的
に
も
近
世
中
期
以
後
に
於
て
は
 
 

長
期
契
約
の
も
の
は
な
く
な
つ
て
居
る
。
然
も
之
等
の
期
間
ほ
一
年
と
云
い
二
年
 
 

と
云
う
も
、
完
全
に
通
年
的
奉
公
と
は
限
ら
ず
、
一
ケ
月
に
十
日
、
或
は
十
九
日
、
 
 

或
は
廿
五
日
、
或
ほ
莫
戯
と
三
分
の
二
等
と
し
、
次
第
に
日
雇
的
傾
向
を
も
つ
様
 
 

に
な
つ
た
事
も
、
初
め
厳
し
い
寒
務
を
履
行
せ
し
め
た
事
に
比
す
れ
ば
大
き
な
変
 
 

化
で
あ
る
。
一
年
間
の
公
休
日
や
一
日
の
労
働
時
間
も
法
令
で
定
め
た
藩
も
あ
つ
 
 

た
が
、
多
く
は
相
投
や
、
柑
の
慣
習
に
依
つ
て
、
柑
毎
に
規
定
す
る
の
が
普
通
で
 
 

9
 
 

あ
り
、
此
の
日
ほ
奉
公
人
も
公
休
日
で
あ
っ
た
。
 
 

三
九
 
 
 

へ
第
四
表
）
 
 
 

へ
第
五
表
）
 
 

稗
賞
郡
宮
野
目
村
阿
部
家
奉
公
人
年
期
表
 
 
 

3  

有合  
′つ     I1  

3  

3  

3   3  

厚
 
 
 

賀
〝
 
ケ
 
 

軍
拡
∴
平
 
 

元
3
 
6
 
 

稗
貫
郡
矢
沢
村
押
切
家
奉
公
人
年
期
表
 
 

午
年
牢
 
 

¶ 叫 

1  

3  

工雷  
3  

2  

3  

3  

〃
 
ヶ
 
ヶ
 
ヶ
 
ク
 
ケ
 
〃
 
 

軍
午
年
∴
準
 
 

10隼  

12年  

12年  

写和焉…！  

〝▼ 8年】  

こ
れ
で
ほ
既
に
 
 

三
年
以
上
の
契
約
 
 

期
間
は
な
く
、
半
 
 

期
契
約
さ
え
行
わ
 
 

れ
て
居
る
。
更
に
 
 

幕
末
近
く
に
な
る
 
 

と
、
一
層
契
約
期
 
 



岩
手
大
喪
畢
萎
辱
部
研
究
年
報
番
三
春
（
完
空
）
第
一
都
 
 

田
 
粂
約
解
除
条
件
 
 
 

奉
公
人
契
約
の
解
除
の
条
件
ほ
、
契
約
満
期
の
到
来
、
雇
主
の
雇
人
忌
避
、
両
 
 

者
の
契
約
不
履
行
、
雇
人
の
資
格
欠
除
等
で
あ
り
、
雇
人
の
側
か
ら
中
途
解
約
の
 
 

申
込
は
原
則
と
し
て
出
来
な
か
つ
た
。
若
し
あ
れ
ば
増
金
の
支
払
義
務
が
あ
つ
 
 
 

た
。
 
 
 

然
し
之
等
ほ
質
物
奉
公
や
屠
滑
質
奉
公
の
場
合
に
多
く
、
時
代
が
下
り
年
季
奉
 
 

公
に
な
る
と
両
者
の
中
途
解
約
権
ほ
同
等
に
近
ず
い
て
い
た
。
此
の
事
は
形
式
的
 
 

に
ほ
猶
身
売
約
色
彩
を
残
し
て
い
る
が
、
異
質
的
に
ほ
債
権
的
労
務
契
約
と
な
つ
 
 
 

て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

詫
l
、
甲
子
柑
佐
野
文
書
 
第
五
凍
 
2
－
元
屋
文
書
 
第
五
〇
耗
 
 
 

㌣
中
田
菜
箸
法
制
史
論
集
彗
惑
三
五
二
－
三
宮
 
 

4
、
元
屋
文
書
 
六
二
鰊
 
 

5
、
元
屋
文
書
 
第
七
二
塞
 
 

6
、
熊
谷
文
書
 
五
三
鶴
 
 

7
、
千
葉
作
七
郎
文
書
 
二
二
耽
 
 

8
、
前
払
 
金
田
氏
論
文
（
其
の
二
）
一
三
二
頁
 
 

9
、
拙
論
「
近
世
農
糞
券
働
能
率
の
経
昏
的
意
義
」
岩
手
史
学
研
究
 
五
華
 
六
嫉
 
 

む
 
す
 
び
 
 

要
す
る
に
近
世
の
農
民
は
村
宗
門
帳
に
蚤
録
し
、
土
地
に
竪
縛
さ
れ
、
樹
種
頁
 
 

担
華
務
を
頁
つ
て
い
た
か
ら
、
他
村
に
出
る
場
合
に
は
村
肝
煎
の
許
可
を
受
け
、
 
 

寺
迭
状
・
村
遼
状
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
奉
公
資
格
は
農
民
と
し
て
公
認
さ
れ
た
 
 

者
だ
け
で
無
宿
者
・
切
支
丹
類
族
・
金
山
定
判
蒋
・
鉄
砲
藤
及
び
犯
罪
人
ほ
農
村
 
 

四
〇
 
 
 

奉
公
人
の
資
楯
を
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。
奉
公
人
の
年
齢
は
ま
だ
法
律
上
の
制
限
 
 

を
受
け
て
い
な
か
つ
た
が
、
債
権
的
奉
公
契
約
で
あ
る
為
最
低
十
三
才
か
ら
最
高
 
 

六
十
才
位
迄
慮
傭
さ
れ
て
は
い
る
が
、
一
般
的
に
ほ
最
も
能
率
の
高
い
二
十
台
が
 
 

多
く
、
自
ち
奉
公
年
齢
の
基
準
が
作
ら
れ
て
い
た
。
妻
は
夫
の
承
認
が
な
け
れ
ば
 
 

奉
公
能
力
を
認
め
ら
れ
ず
、
夫
の
承
認
が
あ
つ
て
も
妾
奉
公
は
出
来
な
か
つ
た
。
 
 

離
し
奉
公
中
に
於
け
る
私
通
に
は
雇
主
に
責
任
が
な
か
っ
た
。
嫁
の
奉
公
は
実
父
 
 

の
承
認
と
保
証
を
必
要
と
し
た
。
雇
主
は
契
約
に
従
っ
て
労
賃
支
払
の
義
務
を
負
 
 

い
、
違
約
は
解
約
の
条
件
と
な
つ
た
。
然
し
鷺
銀
の
優
先
支
払
ほ
未
だ
法
制
化
し
 
 

て
い
な
か
つ
た
。
奉
公
人
は
労
務
義
務
を
負
い
、
不
履
行
は
解
約
の
条
件
と
な
 
 

カ
、
前
払
賃
銀
ほ
返
済
義
務
が
あ
り
、
そ
の
責
任
は
人
主
に
在
り
保
証
人
は
常
に
 
 

連
帯
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。
烈
し
奉
公
人
の
身
分
的
義
務
ほ
、
身
売
－
質
物
－
属
 
 

酒
質
－
年
季
奉
公
と
変
化
す
る
に
従
っ
て
薄
れ
、
債
権
的
義
務
が
強
化
さ
れ
た
。
 
 

契
約
期
間
ほ
身
苑
が
停
止
さ
れ
、
奉
公
期
間
の
制
限
が
撤
廃
さ
れ
た
為
め
成
立
要
 
 

件
で
ほ
な
く
な
つ
た
。
然
し
実
際
に
は
時
代
の
下
る
に
従
っ
て
短
縮
さ
れ
、
年
季
 
 

奉
公
人
に
な
る
と
原
則
と
し
て
一
年
を
単
位
と
す
る
様
に
な
つ
た
。
労
働
時
間
は
 
 

柑
掟
に
依
っ
て
公
定
さ
れ
、
藩
の
法
令
よ
り
ほ
村
の
慣
習
法
に
依
る
場
合
が
多
か
 
 

っ
た
 

に
依
つ
て
成
立
し
た
が
、
攻
第
に
中
途
解
約
の
申
出
も
認
め
ら
れ
解
約
の
条
件
に
 
 

含
ま
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
斯
の
如
き
変
化
ほ
要
す
る
に
、
近
世
の
農
相
奉
公
人
 
 

が
主
従
的
身
分
的
雇
健
か
ら
、
双
務
契
約
的
債
権
的
雇
傭
関
係
に
変
質
し
、
近
代
 
 

化
に
指
向
し
て
い
た
た
め
と
見
ら
れ
る
。
 
 
 




